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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第28期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

回次 
第28期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第27期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（百万円） 17,649 126,373 

経常損益（百万円） △2,470 900 

四半期（当期）純損益（百万円） △2,771 2,073 

純資産額（百万円） 11,507 14,657 

総資産額（百万円） 82,720 85,220 

１株当たり純資産額（円） △8.31 36.53 

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（円） 
△40.07 38.46 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
－ 16.38 

自己資本比率（％） 13.8 17.0 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
568 6,178 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
333 140 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△495 △11,867 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
6,181 5,802 

従業員数（人） 4,034 3,939 
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２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社及び持分法適用関連会社）が営む事業の

内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 4,034   

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,340   
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

当第１四半期連結会計期間における生産実績は次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額は販売価格により表示しております。なお、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

当第１四半期連結会計期間におけるビル建材事業の受注状況は次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額は販売価格により表示しております。なお、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額は販売価格により表示しております。なお、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

ビル建材事業（百万円） 11,830 

住宅建材事業（百万円） 1,704 

形材外販事業（百万円） 6,432 

その他事業（百万円） 458 

合計（百万円） 20,426 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

受注高（百万円） 
受注残高 

（百万円） 

ビル建材事業（ビル工事物件） 13,624 61,911 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

ビル建材事業（百万円） 6,961 

住宅建材事業（百万円） 2,719 

形材外販事業（百万円） 6,432 

その他事業（百万円） 1,535 

合計（百万円） 17,649 
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２【経営上の重要な契約等】 

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

 （１）業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、長期化する原油、原材料価格の高騰や米国経済減速の影響によ

り企業収益が減少し、個人消費や設備投資が力強さを欠くなど、景気は足踏み状態で推移し、先行きに対する不透明

感を強めております。 

 アルミ建材業界におきましては、アルミ地金等原材料価格の高騰、高止まりが続く中、公共投資の低迷や昨年６月

に施行された改正建築基準法の影響による建築着工の大幅な減少、同業間の競争激化など依然として厳しい状況にあ

ります。 

 このような経済環境のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、コストダウンおよび利

益確保に重点を置いた経営にグループを挙げて取り組む一方、原材料価格の高騰分に対する価格改定の浸透にも尽力

してまいりました。しかしながら、改正建築基準法施行の影響による混乱がいまだに影を落とし、着工遅れや計画の

延期、中止が生じる中、同業間の競争が激化し、更には、期初から相次いだ取引先の倒産による不良債権の発生が追

いうちをかけ売上、利益を大きく悪化させました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の連結経営成績につきましては、売上高１７６億４千９百万円、営業損失２

３億１千４百万円、経常損失２４億７千万円、四半期純損失２７億７千１百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

［ビル建材事業］ 

 主力のビル建材事業においては、改正建築基準法施行の影響が色濃く影を落とし、市場環境が悪化する中、受注の

低迷、同業間の競争激化による売上減少に加え、取引先の倒産による不良債権の発生が収益を大きく悪化させまし

た。 

［住宅建材事業］ 

 住宅建材事業においては、新設住宅着工戸数が前年を割り込み回復の兆しが見えない中、ハウスデベロッパー等直

需先への営業強化を図ってまいりましたが、受注の低迷により、売上、利益共に前年を下回りました。 

［形材外販事業］ 

 形材外販事業においては、改正建築基準法施行の影響が続く中、建設関係の受注が回復せず、売上、利益ともに前

年を下回りました。 

［その他事業］ 

 その他事業には、環境事業・産業廃棄物処理業・運送業等ありますが、建設関係の受注低迷などにより売上、利益

共に前年を下回りました。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に

比べ３億７千９百万円増加し、６１億８千１百万円となりました。  

   当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は、５億６千８百万円となりました。これは税金等調整前当期純損失でありました

が、前受金の増加等の資金増加要因により、営業活動によるキャッシュ・フローを確保できたことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果増加した資金は、３億３千３百万円となりました。これは主に有形固定資産売却による収入による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、４億９千５百万円となりました。これは有形固定資産売却により得られた資金の

残高と営業活動によって得られた資金を原資として、借入金を返済したためであります。 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

（４）研究開発活動 

 当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、２億７千４百万円であります。 

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

 当社グループを取り巻く事業環境は、アルミ地金等原材料価格の高騰、高止まりが続く中、公共投資の低迷や昨年

６月に施行された改正建築基準法の影響による建築着工の大幅な減少、同業間の競争激化など依然として厳しい状況

にあります。 

 当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、新商品などの販売促進に努めるとともに、形材外販事

業・環境事業等非サッシ事業分野の拡大に注力する一方、コストダウンおよび利益確保に重点を置いた経営にグルー

プを挙げて取り組み、原材料価格の高騰分に対する価格改定の浸透にも尽力しております。 

 今後とも、受注の確保と受注価格の改定、コストダウンに注力し、売上並びに利益の確保に専念するとともに与信

管理強化による不良債権防止に努めてまいります。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの第２種優先株式の取

得請求により発行された株式数は含まれておりません。 

    ２．第２種優先株式の内容は次のとおりであります。 

    （１）優先配当金 

    ① 優先配当金 

       当会社は、期末配当を行うときは、配当起算日以降毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された第

２種優先株式を有する株主（以下「第２種優先株主」という。）又は第２種優先株式の登録株式質権者

（以下「第２種優先登録株式質権者」という。）に対し、当会社普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という。）及び当会社普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立

ち、第２種優先株式１株につき下記②に定める額の剰余金を配当する。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 153,000,000 

第２種優先株式 3,000,000 

第３種優先株式 3,000,000 

計 159,000,000 

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月12日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式 69,208,654 同左 
東京証券取引所 

 市場第二部 
  

第２種優先株式 3,000,000 同左 非上場 （注）２ 

第３種優先株式 3,000,000 1,500,000 非上場 （注）３ 

計 75,208,654 73,708,654 － － 
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    ② 優先配当金の額 

       第２種優先株式１株当たりの優先配当金（以下「第２種優先配当金」という。）の額は、第２種優先株

式の発行価額（2,000円）に、日本円TIBOR（１年物）に0.25％を加算した利率を乗じ、円位未満小数第３

位まで算出し、その小数第３位を四捨五入した額とする。ただし、計算の結果、200円を超える場合は、

第２種優先配当金の額は200円とする。 

「日本円TIBOR（１年物）」とは、年率修正日において、午前11時における日本円１年物トーキョー・イ

ンター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値を指

すものとする。ただし、日本円TIBOR（１年物）が公表されない場合は、同日（当日がロンドン銀行営業

日でない場合は前ロンドン銀行営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるユーロ

円１年物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR１年物（360日ベース））と

して英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR

（１年物）に代えて用いるものとする。 

「年率修正日」とは、平成18年４月１日を含む事業年度については平成18年４月１日とし、それ以降は支

払われるべき第２種優先配当金に係る事業年度の初日とする。当日が、銀行営業日でない場合は前銀行営

業日とする。 

「銀行営業日」とは、法令等により日本において銀行が休業することを認められ又は義務づけられている

日以外の日をいい、「ロンドン銀行営業日」とは、法令等によりロンドンにおいて銀行が休業することを

認められ又は義務づけられている日以外の日をいう。 

    ③ 非累積条項 

       ある事業年度において第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が第

２種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

    ④ 非参加条項 

       第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対しては、第２種優先配当金を超えて期末配当を行わ

ない。 

    （２）残余財産の分配 

       当会社の残余財産を分配するときは、第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対し、普通株主

又は普通登録株式質権者に先立ち、第２種優先株式１株につき2,000円を支払う。 

第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対しては、前記分配のほか、残余財産の分配は行わな

い。 

    （３）議決権 

       第２種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

    （４）取得請求権 

       第２種優先株主は、当会社に対し、平成24年７月１日以降毎年７月に発行価額をもって、本優先株式の

全部又は一部の取得を請求することができる。一部取得請求の場合は、抽選その他の方法により行う。 

当会社は、前記の請求（以下「取得請求」という。）がなされた場合に限り、請求がなされた日の属する

事業年度の前事業年度における分配可能額の75％を限度として、第２種優先株式の取得をするものとす

る。 

前記の限度額を超えて第２種優先株主及び第３種優先株主からの取得請求があった場合、取得の順位は、

第３種優先株式、第２種優先株式とする。 

    （５）買受け又は消却 

       当会社は、いつでも第２種優先株式の全部又は一部を買受け、これを株主に配当すべき剰余金をもって

当該買受価額により消却を行うことができる。 
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    （６）取得条項 

       当会社は、法令に定める場合を除き、平成21年４月１日以降いつでもその選択により第２種優先株主及

び第２種優先登録株式質権者に対して取得日から１ヵ月以上の事前通知を行った上で、その時点において

残存する第２種優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法

により行う。取得価額は、第２種優先株式１株につき2,000円とする。 

    （７）株式の併合又は分割、新株引受権等 

       当会社は、法令に定める場合を除き、第２種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当会社

は、第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対しては、新株引受権又は新株予約権もしくは新株

予約権付社債の引受権を与えない。 

    （８）普通株式の交付と引換えに第２種優先株式の取得を請求する権利 

    ① 取得を請求し得べき期間 

       第２種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成19年10月１日から平成29年３月29日までとする。 

    ② 取得の条件 

       第２種優先株式は、上記①の期間中、１株につき下記ａ．乃至ｃ．に定める取得価額により、当会社普

通株式に引換えすることができる。 

     ａ．当初取得価額 

       当初取得価額は、206円とする。 

     ｂ．取得価額の修正 

       平成19年11月１日以降の毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、取得価額

は、決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。以下同じ。）の

ない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。

以下「時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の毎

日の終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。以下「修正後取得価

額」という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、下記ｃ．で定める取得価額の調整事由が生

じた場合には、修正後取得価額は、第２種優先株式の要項に従い当会社が適当と判断する値に調整さ

れる。ただし、かかる算出の結果、修正後取得価額が103円（以下「下限取得価額」という。ただし、

下記ｃ．による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、修正後取得

価額が412円（以下「上限取得価額」という。ただし、下記ｃ．による調整を受ける。)を上回る場合

には、修正後取得価額は上限取得価額とする。 

     ｃ．取得価額の調整 

       （ａ）当会社は、第２種優先株式の発行後、下記（ｂ）に掲げる各事由により当会社の発行済普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「取得価

額調整式」という。）をもって取得価額を調整する。 

       （ｂ）取得価額調整式により第２種優先株式の取得価額の調整を行う場合及びその調整後の取得価額

の適用時期については、次に定めるところによる。 

     イ 下記（ｃ）ロに定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行し又は

当会社の有する当会社普通株式を処分する場合（ただし、当会社普通株式に取得される証券も

しくは取得できる証券又は当会社の普通株式の発行もしくはこれに代えて当会社の有する当会

社の普通株式の移転（以下当会社の普通株式の発行又は移転を「交付」という。）を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の引換え又は行使による場合を除

く。）。 

調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、また募集のための基準日がある場合はその日の翌

日以降これを適用する。 

       既発行 

 普通株式数 

  

＋

 新発行・処分普通株式数×１株当たりの発行・処分価額 

   

  調整後 

 取得価額 

 

＝ 

  

 調整前 

取得価額 

  

×

 １株当たりの時価 

   既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数 
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     ロ 株式分割により普通株式を発行する場合 

調整後の取得価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。ただし、分配

可能額から資本に組入れられることを条件にその部分をもって株式の分割により普通株式を発

行する旨取締役会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入れの決議をする株主総会の終

結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合には、調整後の取得価額は、当該分配可

能額の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

なお、上記ただし書の場合において、当該株式分割のための基準日の翌日から当該分配可能額

の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使請求をなした者に対しては、次の算

出方法により、当会社普通株式を交付する。なお、株券の交付については下記g.の規定を準用

する。 

       この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

     ハ 下記（ｃ）ロに定める時価を下回る価額をもって当会社普通株式に取得される証券もしくは取

得できる証券又は当会社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を

発行する場合 

調整後の取得価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初

の取得価額で引換えられ又は当初の行使価額で行使されたものとみなして取得価額調整式を準

用して算出するものとし、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日

以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための基準日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。 

      （ｃ） イ 取得価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨て

る。 

         ロ 取得価額調整式に使用する時価は、調整後の取得価額を適用する日（ただし、上記（ｂ）ロ

ただし書の場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除

く。）の株式会社東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

         ハ 取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また基準日が

ない場合は調整後の取得価額を適用する日２ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数

から、当該日における当会社の有する当会社普通株式数を控除した数とする。また、上記

（ｂ）ロの場合には、取得価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当

会社の有する当会社普通株式に割り当てられる当会社普通株式数を含まないものとする。 

         ニ 取得価額調整式により算出された取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、取得価額の調整は行わないこととする。ただし、次に取得価額の調整を必要とする

事由が発生し取得価額を算出する場合は、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて、調

整前取得価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 

       （ｄ）上記（ｂ）の取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必

要な取得価額の調整を行う。 

         イ 株式の併合、資本の減少、会社法第762条に定められた新設分割、会社法第757条に定められ

た吸収分割、又は合併のために取得価額の調整を必要とするとき。 

         ロ その他当会社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整

を必要とするとき。 

         ハ 取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価

額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があると

き。 

  

  

 株式数 

 

 

＝ 

 （調整前取得価額－調整後取得価額）  × 調整前取得価額をもって当該期間内に交付

された株式数 

調整後取得価額 
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     ｄ．上記ｂ．又はｃ．により取得価額の修正又は調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりそ

の旨並びにその事由、修正前又は調整前の取得価額、修正後又は調整後の取得価額及びその適用の日そ

の他必要な事項を第２種優先株主に通知する。ただし、上記ｃ.（ｂ）ロただし書に示される株式分割

の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかに

これを行う。 

     ｅ．第２種優先株式の取得請求の方法 

       第２種優先株式の取得請求受付事務は、下記③の取得請求受付場所（以下「取得請求受付場所」と

いう。）においてこれを取扱う。 

       （ａ）第２種優先株式を取得請求しようとする第２種優先株主は、当会社の定める取得請求書に、取

得請求しようとする第２種優先株式を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印した

上、その第２種優先株式の株券を添えて取得を請求し得べき期間中に取得請求受付場所に提出し

なければならない。ただし、第２種優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しな

い。 

       （ｂ）取得請求受付場所に対し取得請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することが

できない。 

     ｆ．第２種優先株式の取得請求の効力発生時期 

       取得請求の効力は、取得請求に要する書類の全部が取得受付場所に到着した日に発生する。 

     ｇ．株券の交付方法 

       当会社は、取得請求の効力発生後すみやかに第２種優先株式の引換えにより発行すべき当会社普通

株式の株券を第２種優先株主に交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しない。 

     ｈ．第２種優先株式の要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当会社は必要な措置を

講じる。 

     ｉ．引換えにより発行すべき普通株式数 

       第２種優先株式の引換えにより発行すべき当会社普通株式数は、次のとおりとする。 

      引換えにより発行すべき普通株式数の算出に当たっては、１株未満小数第１位まで算出し、その小数

第１位を切り捨て、現金による調整は行わない。 

    ③ 取得請求受付場所 

       東京都港区芝三丁目33番１号  中央三井信託銀行株式会社 本店 

    （９）普通株式への一斉転換 

       平成19年10月１日から平成29年３月29日までに取得請求のなかった第２種優先株式は、平成29年３月30

日（以下「一斉転換日」という。）をもって取得し、これと引換えに、各第２種優先株主の有する第２種

優先株式の発行価額相当額を一斉転換日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値のない日は

除き、一斉転換日が取引日でない場合には、一斉転換日の直前の取引日までの５連続取引日とする。）の

株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、当

該平均値が（ａ）下限取得価額を下回るとき、又は、（ｂ）上限取得価額を上回るときは、各第２種優先

株主の有する第２種優先株式の発行価額相当額を、（ａ）の場合は当該下限取得価額で、（ｂ）の場合は

当該上限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式を交付する。なお、上記の普通株式数の算出

にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める端数の処理の規定に準じてこれ

を取扱う。本（９）に基づき第２種優先株式の一斉転換の効力が発生した場合には、当会社は、すみやか

に第２種優先株式の取得により発行すべき当会社普通株式の株券を交付する。ただし、単元未満株式につ

いては株券を発行しない。 

    （１０）期中の引換え又は一斉転換があった場合の取扱い 

       第２種優先株式の取得請求により発行された当会社の普通株式に対する最初の期末配当金又は会社法第

454条第５項に定められた剰余金の配当（中間配当）については、引換えの請求又は一斉転換が４月１日

から９月30日までの間になされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31日までの間になされたとき

は10月１日に、それぞれ取得があったものとみなして支払うものとする。 

引換えにより

発行すべき普

通株式数 

＝ 

 第２種優先株主が引換え請求のために提出した第２種優先株式の発行価額の総額 

取得価額 
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    ３．第３種優先株式の内容は次のとおりであります。 

    （１）優先配当金 

    ① 優先配当金 

       当会社は、期末配当を行うときは、配当起算日以降毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された第

３種優先株式を有する株主（以下「第３種優先株主」という。）又は第３種優先株式の登録株式質権者

（以下「第３種優先登録株式質権者」という。）に対し、当会社普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という。）及び当会社普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立

ち、第３種優先株式１株につき下記②に定める額の剰余金を配当する。 

    ② 優先配当金の額 

       第３種優先株式１株当たりの優先配当金（以下「第３種優先配当金」という。）の額は、第３種優先株

式の発行価額（2,000円）に、日本円TIBOR（１年物）に1.0％を加算した利率を乗じ、円位未満小数第３

位まで算出し、その小数第３位を四捨五入した額とする。ただし、計算の結果、200円を超える場合は、

第３種優先配当金の額は200円とする。 

「日本円TIBOR（１年物）」とは、年率修正日において、午前11時における日本円１年物トーキョー・イ

ンター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値を指

すものとする。ただし、日本円TIBOR（１年物）が公表されない場合は、同日（当日がロンドン銀行営業

日でない場合は前ロンドン銀行営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるユーロ

円１年物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR１年物（360日ベース））と

して英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR

（１年物）に代えて用いるものとする。 

「年率修正日」とは、平成18年４月１日を含む事業年度については平成18年４月１日とし、それ以降は支

払われるべき第３種優先配当金に係る事業年度の初日とする。当日が、銀行営業日でない場合は前銀行営

業日とする。 

「銀行営業日」とは、法令等により日本において銀行が休業することを認められ又は義務づけられている

日以外の日をいい、「ロンドン銀行営業日」とは、法令等によりロンドンにおいて銀行が休業することを

認められ又は義務づけられている日以外の日をいう。 

    ③ 非累積条項 

       ある事業年度において第３種優先株主又は第３種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が第

３種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

    ④ 非参加条項 

       第３種優先株主又は第３種優先登録株式質権者に対しては、第３種優先配当金を超えて期末配当を行わ

ない。 

    （２）残余財産の分配 

       当会社の残余財産を分配するときは、第３種優先株主又は第３種優先登録株式質権者に対し、普通株主

又は普通登録株式質権者に先立ち、第３種優先株式１株につき2,000円を支払う。 

第３種優先株主又は第３種優先登録株式質権者に対しては、前記分配のほか残余財産の分配は行わない。 

    （３）議決権 

       第３種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

    （４）取得請求権 

       第３種優先株主は、当会社に対し、平成21年７月１日以降毎年７月に発行価額をもって、本優先株式の

全部又は一部の取得を請求することができる。一部取得請求の場合は、抽選その他の方法により行う。 

当会社は、前記の請求（以下「取得請求」という。）がなされた場合に限り、請求がなされた日の属する

事業年度の前事業年度における分配可能額の75％を限度として、第３種優先株式の取得をするものとす

る。 

前記の限度額を超えて第２種優先株主及び第３種優先株主からの取得請求があった場合、取得の順位は、

第３種優先株式、第２種優先株式とする。 

    （５）買受け又は消却 

       当会社は、いつでも第３種優先株式の全部又は一部を買受け、これを株主に配当すべき剰余金をもって

当該買受価額により消却を行うことができる。 
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    （６）取得条項 

       当会社は、法令で定める場合を除き、平成27年４月１日以降いつでもその選択により第３種優先株主及

び第３種優先登録株式質権者に対して、取得日から１ヵ月以上の事前通知を行った上で、その時点におい

て残存する第３種優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方

法により行う。 

取得価額は、１株につき2,000円に経過配当金相当額を加算した額とする。前記「経過配当金相当額」と

は、優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数で日割計算した額とする。 

    （７）株式の併合又は分割、新株引受権等 

       当会社は、法令に定める場合を除き、第３種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当会社

は、第３種優先株主又は第３種優先登録株式質権者に対しては、新株引受権又は新株予約権もしくは新株

予約権付社債の引受権を与えない。 

    （８）普通株式の交付と引換えに第３種優先株式の取得を請求する権利 

    ① 取得を請求し得べき期間 

       第３種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成21年４月１日から平成29年３月29日までとする。 

    ② 取得の条件 

       第３種優先株式は、上記①の期間中、１株につき下記ａ．乃至ｃ．に定める取得価額により、当会社普

通株式に引換えすることができる。 

     ａ．当初取得価額 

       当初取得価額は、206円とする。 

     ｂ．取得価額の修正 

       平成22年４月１日以降の毎年４月１日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、取得価額は、

決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。以下同じ。）のない

日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下

「時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。以下「修正後取得価額」

という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、下記ｃ．で定める取得価額の調整事由が生じた

場合には、修正後取得価額は、第３種優先株式の要項に従い当会社が適当と判断する値に調整され

る。ただし、かかる算出の結果、修正後取得価額が103円（以下「下限取得価額」という。ただし、下

記ｃ．による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、修正後取得価

額が412円（以下「上限取得価額」という。ただし、下記ｃ．による調整を受ける。)を上回る場合に

は、修正後取得価額は上限取得価額とする。 

     ｃ．取得価額の調整 

       （ａ）当会社は、第３種優先株式の発行後、下記（ｂ）に掲げる各事由により当会社の発行済普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「取得価

額調整式」という。）をもって取得価額を調整する。 

       （ｂ）取得価額調整式により第３種優先株式の取得価額の調整を行う場合及びその調整後の取得価額

の適用時期については、次に定めるところによる。 

     イ 下記（ｃ）ロに定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行し又は

当会社の有する当会社普通株式を処分する場合（ただし、当会社普通株式に取得される証券も

しくは取得できる証券又は当会社の普通株式の発行もしくはこれに代えて当会社の有する当会

社の普通株式の移転（以下当会社の普通株式の発行又は移転を「交付」という。）を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の引換え又は行使による場合を除

く。）。 

調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、また募集のための基準日がある場合はその日の翌

日以降これを適用する。 

       既発行 

 普通株式数 

  

＋

 新発行・処分普通株式数×１株当たりの発行・処分価額 

   

  調整後 

 取得価額 

 

＝ 

  

 調整前 

取得価額 

  

×

 １株当たりの時価 

   既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数 
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     ロ 株式分割により普通株式を発行する場合 

調整後の取得価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。ただし、分配

可能額から資本に組入れられることを条件にその部分をもって株式の分割により普通株式を発

行する旨取締役会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入れの決議をする株主総会の終

結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合には、調整後の取得価額は、当該分配可

能額の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

なお、上記ただし書の場合において、当該株式分割のための基準日の翌日から当該分配可能額

の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使請求をなした者に対しては、次の算

出方法により、当会社普通株式を交付する。なお、株券の交付については下記ｇ．の規定を準

用する。 

       この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

     ハ 下記（ｃ）ロに定める時価を下回る価額をもって当会社普通株式に取得される証券もしくは取

得できる証券又は当会社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を

発行する場合 

調整後の取得価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初

の取得価額で引換えられ又は当初の行使価額で行使されたものとみなして取得価額調整式を準

用して算出するものとし、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日

以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための基準日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。 

      （ｃ） イ 取得価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨て

る。 

         ロ 取得価額調整式に使用する時価は、調整後の取得価額を適用する日（ただし、上記（ｂ）ロ

ただし書の場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除

く。）の株式会社東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

         ハ 取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また基準日が

ない場合は調整後の取得価額を適用する日２ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数

から、当該日における当会社の有する当会社普通株式数を控除した数とする。また、上記

（ｂ）ロの場合には、取得価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当

会社の有する当会社普通株式に割り当てられる当会社普通株式数を含まないものとする。 

         ニ 取得価額調整式により算出された取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、取得価額の調整は行わないこととする。ただし、次に取得価額の調整を必要とする

事由が発生し取得価額を算出する場合は、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて、調

整前取得価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 

       （ｄ）上記（ｂ）の取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必

要な取得価額の調整を行う。 

         イ 株式の併合、資本の減少、会社法第762条に定められた新設分割、会社法第757条に定められ

た吸収分割、又は合併のために取得価額の調整を必要とするとき。 

         ロ その他当会社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整

を必要とするとき。 

         ハ 取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価

額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があると

き。 

  

  

 株式数 

 

 

＝ 

 （調整前取得価額－調整後取得価額）  × 調整前取得価額をもって当該期間内に交付

された株式数 

調整後取得価額 
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     ｄ．上記ｂ．又はｃ．により取得価額の修正又は調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりそ

の旨並びにその事由、修正前又は調整前の取得価額、修正後又は調整後の取得価額及びその適用の日そ

の他必要な事項を第３種優先株主に通知する。ただし、上記ｃ．（ｂ）ロただし書に示される株式分割

の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかに

これを行う。 

     ｅ．第３種優先株式の取得請求の方法 

       第３種優先株式の取得請求受付事務は、下記③の取得請求受付場所（以下「取得請求受付場所」と

いう。）においてこれを取扱う。 

       （ａ）第３種優先株式を取得請求しようとする第３種優先株主は、当会社の定める取得請求書に、取

得請求しようとする第３種優先株式を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印した

上、その第３種優先株式の株券を添えて取得を請求し得べき期間中に取得請求受付場所に提出し

なければならない。ただし、第３種優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しな

い。 

       （ｂ）取得請求受付場所に対し取得請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することが

できない。 

     ｆ．第３種優先株式の取得請求の効力発生時期 

       取得請求の効力は、取得請求に要する書類の全部が取得受付場所に到着した日に発生する。 

     ｇ．株券の交付方法 

       当会社は、取得請求の効力発生後すみやかに第３種優先株式の引換えにより発行すべき当会社普通

株式の株券を第３種優先株主に交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しない。 

     ｈ．第３種優先株式の要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当会社は必要な措置を

講じる。 

     ｉ．引換えにより発行すべき普通株式数 

       第３種優先株式の引換えにより発行すべき当会社普通株式数は、次のとおりとする。 

      引換えにより発行すべき普通株式数の算出に当たっては、１株未満小数第１位まで算出し、その小数

第１位を切り捨て、現金による調整は行わない。 

    ③ 取得請求受付場所 

       東京都港区芝三丁目33番１号  中央三井信託銀行株式会社 本店 

    （９）普通株式への一斉転換 

       平成21年４月１日から平成29年３月29日までに取得請求のなかった第３種優先株式は、平成29年３月30

日（以下「一斉転換日」という。）をもって取得し、これと引換えに、各第３種優先株主の有する第３種

優先株式の発行価額相当額を一斉転換日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値のない日は

除き、一斉転換日が取引日でない場合には、一斉転換日の直前の取引日までの５連続取引日とする。）の

株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、当

該平均値が（ａ）下限取得価額を下回るとき、又は、（ｂ）上限取得価額を上回るときは、各第３種優先

株主の有する第３種優先株式の発行価額相当額を、（ａ）の場合は当該下限取得価額で、（ｂ）の場合は

当該上限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式を交付する。なお、上記の普通株式数の算出

にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める端数の処理の規定に準じてこれ

を取扱う。本（９）に基づき第３種優先株式の一斉転換の効力が発生した場合には、当会社は、すみやか

に第３種優先株式の取得により発行すべき当会社普通株式の株券を交付する。ただし、単元未満株式につ

いては株券を発行しない。 

    （１０）期中の引換え又は一斉転換があった場合の取扱い 

       第３種優先株式の取得請求により発行された当会社の普通株式に対する最初の期末配当金又は会社法第

454条第5項に定められた剰余金の配当（中間配当）については、引換えの請求又は一斉転換が４月１日か

ら９月30日までの間になされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31日までの間になされたときは

10月１日に、それぞれ取得があったものとみなして支払うものとする。 

引換えにより

発行すべき普

通株式数 

＝ 

 第３種優先株主が引換え請求のために提出した第３種優先株式の発行価額の総額 

取得価額 
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（２）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）平成20年７月31日付をもって、第３種優先株式を取得および消却し、発行済株式総数が1,500千株減少しておりま

す。 

（５）【大株主の状況】 

 当第１四半期会計期間において、以下のとおり大量保有報告書の写しの送付がありましたが、株主名簿の記載

内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額（百万
円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成20年４月１日～ 

平成20年６月30日 
－ 75,208 － 1,709 － 791 

提出日 平成20年４月25日  

大量保有者 日興シティグループ証券株式会社  

住所 東京都千代田区丸の内１－５－１ 

保有株券等の数 株式 12,814,300株 

株券等保有割合 17.04％ 

提出日 平成20年５月30日  

大量保有者 日興シティグループ証券株式会社  

住所 東京都千代田区丸の内１－５－１ 

保有株券等の数 株式 12,045,600株 

株券等保有割合  16.02％ 
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（６）【議決権の状況】 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が17,700株（議決権の数177個）含まれて

おります。 

平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 
第２種優先株式 

第３種優先株式 

3,000,000 

3,000,000 
－ 

優先株式の内容は、(1)

株式の総数等 ②発行

済株式の注記を参照 

議決権制限株式（自己株式

等） 
－ － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式

等）  
普通株式 54,900 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 68,894,800 688,948 － 

単元未満株式 普通株式 258,954 － － 

発行済株式総数 75,208,654 － － 

総株主の議決権 － 688,948 － 
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②【自己株式等】 

 （注）１．上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,700株あります。

（昭和56年10月１日に吸収合併した不二サツシ販売株式会社名義900株を含む。）なお、当該株式は上記

「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に1,700株含まれております。 

２．上記のほか株主名簿上は関係会社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株ありま

す。 

なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に100株含まれております。 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低価格は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

不二サッシ株式会

社 

神奈川県川崎市幸

区鹿島田890番地

12（新川崎三井ビ

ルディング） 

41,900 － 41,900 0.06 

株式会社大鷹製作

所 

愛知県名古屋市守

山区大字上志段味

1200番地 

13,000 － 13,000 0.02 

計 － 54,900 － 54,900 0.07 

月別 
平成20年 

４月 
５月 ６月 

最高（円） 110 109 95 

最低（円） 75 89 85 
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受け

ております。 

 なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から

名称変更しております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成２０年６月３０日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成２０年３月３１日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,859 6,448 

受取手形及び売掛金 17,749 25,711 

製品 866 740 

半製品 748 761 

原材料 3,780 3,805 

仕掛品 17,240 11,023 

販売用不動産 262 290 

貯蔵品 517 564 

その他 2,882 3,302 

貸倒引当金 △743 △755 

流動資産合計 50,164 51,892 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 36,010 35,955 

減価償却累計額 ※3  △26,100 ※3  △25,800 

建物及び構築物（純額） 9,909 10,155 

土地 13,298 13,419 

その他 60,549 60,558 

減価償却累計額 ※3  △55,519 ※3  △55,370 

その他（純額） 5,030 5,188 

有形固定資産合計 28,238 28,763 

無形固定資産   

その他 154 343 

無形固定資産合計 154 343 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,061 2,101 

長期貸付金 229 234 

繰延税金資産 43 44 

その他 3,357 2,923 

貸倒引当金 △1,529 △1,083 

投資その他の資産合計 4,163 4,221 

固定資産合計 32,556 33,328 

資産合計 82,720 85,220 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成２０年６月３０日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成２０年３月３１日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,408 22,612 

短期借入金 20,975 21,517 

未払法人税等 58 195 

前受金 10,864 6,193 

賞与引当金 169 606 

役員賞与引当金 9 13 

工事損失引当金 184 116 

その他 5,111 4,863 

流動負債合計 56,782 56,120 

固定負債   

長期借入金 2,388 2,417 

繰延税金負債 71 80 

再評価に係る繰延税金負債 494 622 

退職給付引当金 10,553 10,326 

負ののれん 2 33 

その他 920 962 

固定負債合計 14,430 14,442 

負債合計 71,212 70,563 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,709 1,709 

資本剰余金 814 814 

利益剰余金 8,204 11,031 

自己株式 △6 △6 

株主資本合計 10,721 13,549 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △31 

土地再評価差額金 1,430 1,685 

為替換算調整勘定 △724 △677 

評価・換算差額等合計 703 977 

少数株主持分 82 130 

純資産合計 11,507 14,657 

負債純資産合計 82,720 85,220 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成２０年４月１日 

 至 平成２０年６月30日） 

売上高 ※3  17,649 

売上原価 15,827 

売上総利益 1,821 

販売費及び一般管理費 ※1  4,136 

営業損失（△） △2,314 

営業外収益  

受取利息 8 

受取配当金 19 

その他 56 

営業外収益合計 83 

営業外費用  

支払利息 188 

手形売却損 25 

持分法による投資損失 13 

その他 10 

営業外費用合計 239 

経常損失（△） △2,470 

特別利益  

役員賞与引当金戻入益 5 

その他 0 

特別利益合計 6 

特別損失  

固定資産除却損 19 

たな卸資産評価損 192 

投資有価証券評価損 81 

その他 50 

特別損失合計 343 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,808 

法人税等 ※2  △37 

少数株主利益 1 

四半期純損失（△） △2,771 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成２０年４月１日 

 至 平成２０年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △2,808 

減価償却費 635 

たな卸資産評価損 192 

負ののれん償却額 △0 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 450 

賞与引当金の増減額（△は減少） △437 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 235 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 67 

受取利息及び受取配当金 △27 

支払利息 188 

持分法による投資損益（△は益） 13 

固定資産除却損 19 

投資有価証券評価損益（△は益） 81 

売上債権の増減額（△は増加） 7,861 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,476 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,186 

前受金の増減額（△は減少） 4,679 

その他 △679 

小計 806 

利息及び配当金の受取額 27 

利息の支払額 △179 

法人税等の支払額 △86 

営業活動によるキャッシュ・フロー 568 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △153 

定期預金の払戻による収入 122 

有形固定資産の取得による支出 △592 

有形固定資産の売却による収入 985 

投資有価証券の取得による支出 △28 

投資有価証券の売却による収入 1 

その他 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー 333 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △310 

長期借入れによる収入 100 

長期借入金の返済による支出 △284 

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △495 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成２０年４月１日 
 至 平成２０年６月30日） 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 379 

現金及び現金同等物の期首残高 5,802 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  6,181 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

(1)連結の範囲の変更 

 前連結会計年度において連結子会社であ

った大東興業㈱は、平成20年４月１日付を

もって不二ロール工機㈱に吸収合併された

ため、連結の範囲から除外しております。 

(2)変更後の連結子会社の数 

 34社 

２．会計処理基準に関する事

項の変更 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として移動平均法

による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日）が適用さ

れたことに伴い、主として移動平均法に

よる原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。 

 これにより、営業損失及び経常損失

は、それぞれ25百万円増加し、税金等調

整前四半期純損失は、218百万円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

 (2)リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号 （平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度

に係る四半期連結財務諸表から適用する

ことができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。 
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【簡便な会計処理】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

２．会計処理基準に関する事

項の変更 

 また、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度

前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を引き続き採用

しております。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。 

 (3)「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連

結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適

用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。 

 これによる損益への影響は軽微であり

ます。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法 

 貸倒実績率等が前連結会計年度に算定し

たものと著しい変化がないと認められる場

合に、前連結会計年度決算において算定し

た貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒

見積高を算定しております。 

２．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、

加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい

変化がないと認められるため、前連結会計

年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によ

っております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

 １ 偶発債務 

 下記の会社の金融機関等からの借入等に対し、債務

保証を行っております。 

 １ 偶発債務 

 下記の会社の金融機関等からの借入等に対し、債務

保証を行っております。 

コスモ工業㈱ 112 百万円 

社会福祉法人メイプル 65 百万円 

計 177 百万円 

コスモ工業㈱ 102 百万円 

社会福祉法人メイプル 65 百万円 

計 167 百万円 

 ２   受取手形割引高    3,821百万円 

    受取手形裏書譲渡高   162百万円 

 ２   受取手形割引高    4,973百万円 

    受取手形裏書譲渡高   220百万円 

※３ 減価償却費累計額には、減損損失累計額が含まれて

おります。 

※３         同左 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

給料手当 1,414百万円 

貸倒引当金繰入額 473百万円 

賞与引当金繰入額 79百万円 

役員賞与引当金繰入額 3百万円 

退職給付費用 4百万円 

※２ 法人税等調整額は法人税等に含めて表示しておりま

す。 

※３ 当社グループでは、第２四半期及び第４四半期に売

上計上が集中する傾向があるため、第１四半期連結

会計期間の売上高は、第２四半期及び第４四半期連

結会計期間の売上高と比べ著しく低くなっておりま

す。 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 6,859百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △677百万円 

現金及び現金同等物 6,181百万円 
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（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式      69,208千株 

 優先株式       6,000千株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式          42千株 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年6月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

製品の種類及び製造方法の類似性に基づき、ビル用建材品を「ビル建材事業」、住宅用建材品を「住宅建

材事業」とし、アルミ形材を「形材外販事業」としました。また、その他としまして環境関連事業及び不動

産事業等がありますが、売上高等に重要性がないため「その他事業」としてセグメンテーションしておりま

す。 

２．各事業区分の主要製品名 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は313百万

円であり、その主なものは当社の総合企画部、人事部、経理部等一般管理部門経費であります。 

４．会計処理の方法の変更 

  （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（1）に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、ビル建材事業12百万、住宅建材事

業１百万円、形材外販事業12百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業損失が同額増加しております。 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

 
ビル建材
事業 
(百万円) 

住宅建材
事業 
(百万円) 

形材外販
事業 
(百万円) 

その他事
業 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高        

(1)外部顧客に対する売

上高 
6,961 2,719 6,432 1,535 17,649 － 17,649 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
93 12 2,887 590 3,585 (3,585) － 

計 7,055 2,732 9,320 2,126 21,234 (3,585) 17,649 

営業利益（又は営業損失

（△）） 
△1,839 △117 △79 28 △2,007 (307) △2,314 

事業区分 主要製品名 

ビル建材事業 
カーテンウォール、ビル用サッシ・ドア、中低層用サッシ・ドア、改装用サッ

シ等 

住宅建材事業 住宅用サッシ、玄関引戸・ドア、室内建具、エクステリア製品等 

形材外販事業 アルミ形材、アルミ精密加工品 

その他事業 廃棄物処理プラント、不動産、産業廃棄物処理、運送、各種金属の表面処理等 
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【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日） 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日） 

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額等 

 （注）１. １株当たり純資産額の算定にあたっては、優先株式の発行価額を控除して算定しております。 

    ２. １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

２【その他】 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 △8.31円 １株当たり純資産額 36.53円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額 40.07円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失のため記載しておりませ

ん。 

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

四半期純損失（百万円） 2,771 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 2,771 

期中平均株式数（千株） 69,166 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

１．自己株式（優先株式）の取得および消却 

 当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会におけ

る自己株式（優先株式）取得の決議および平成20年７月

28日開催の取締役会における取得する自己株式（優先株

式）消却の決議に基づき、平成20年７月31日に自己株式

（優先株式）の取得および消却を実施いたしました。 

（１）取得および消却の理由 

 今後の普通株式の希薄化を防ぎ、株主価値の向上を

図るため。 

（２）取得および消却する自己株式（優先株式）の種類お

よび数 

 第３種優先株式   1,500千株 

（３）取得価額および消却による利益剰余金の減少額 

 3,000百万円 

（４）取得の相手方 

 株式会社りそな銀行 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２０年８月１１日

不二サッシ株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 井出 隆   印 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 関谷 靖夫  印 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 板谷 秀穂  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている不二サッシ株式

会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、不二サッシ株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 追記情報 

 「重要な後発事象１．自己株式（優先株式）の取得および消却」に記載されているとおり、会社は平成20年７月31日に

自己株式の取得および消却を実施している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は第１四半期報告書提出会

社が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年８月12日 

【会社名】 不二サッシ株式会社 

【英訳名】 FUJISASH CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   嵯峨 明 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地12（新川崎三井ビルディング） 

【縦覧に供する場所】 不二サッシ株式会社 東京支店 

（東京都品川区大崎五丁目6番2号（都五反田ビル西館）） 

不二サッシ株式会社 大阪支店 

（大阪府大阪市中央区淡路町三丁目5番13号（創建御堂筋ビル）） 

不二サッシ株式会社 関東支店 

（埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目20番3号（北浦和第二大栄ビル）） 

不二サッシ株式会社 名古屋支店 

（愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番25号（名古屋ビルディング東館）） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町2番1号） 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 
 当社代表取締役社長嵯峨明は、当社の第28期第１四半期（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

２【特記事項】 
 特記すべき事項はありません。 




